
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  配偶者控除の改正                     

Ｑ：今年から、配偶者控除が改正になるそ

うですが、どのようになるのですか？                            

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

控除対象配偶者について適用される配偶者

控除の額は次のようになります。なお、合計

所得金額が1,000万円を超える居住者は適用

がありません。 

 【配偶者控除】 

居住者の合計所得金額 配偶者控除額 

900万円以下 38万円(33万円) 

900万円超950万円以下 26万円(22万円) 

950万円超1,000万円以

下 

13万円(11万円) 

  ※( )内は住民税の配偶者控除額です。 

【配偶者特別控除】 

 配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計

所得金額が38万円超123万円以下(これまでは

38万円超76万円未満)となり、加えて居住者の

合計所得金額についても①900万円以下、②

900万円超950万円以下、③950万円超1,000万

円以下の区分が設けられ、居住者と配偶者の

合計所得金額によって控除額が決まる(38万

円から１万円)ようになりました。 

 なお、配偶者特別控除についても、合計所

得金額が1,000万円を超える居住者について

は適用がありません。 
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